
令和3年1月14日

カテゴリー 対　  　象 協力依頼内容

劇場

観覧場

プラネタリウム

映画館

演芸場

集会場

公会堂

貸会議室

文化会館

展示場

多目的ホール

ホテル（集会の用に供する部分に限る。）

旅館（集会の用に供する部分に限る。）

体育館

屋内・屋外水泳場

ボウリング場

スケート場

スポーツジム

ホットヨガ、ヨガスタジオ

ゴルフ場

ゴルフ練習場

バッティング練習場

陸上競技場

野球場

テニス場

弓道場

マージャン店

パチンコ屋

ゲームセンター

ビリヤード場

射的場

囲碁・将棋所

テーマパーク

遊園地

博物館

美術館

図書館

科学館

記念館

水族館

動物園

植物園

特措法によらない働きかけを行う施設一覧
【期間　令和3年1月14日0時～令和3年2月7日24時】

劇場等

集会場
又は公会堂

展示場

※下記の施設のうち、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、飲食店、喫茶店その他設備を
設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設は、特措法に基づく要請対象になります。

ホテル又は旅館

運動・遊技施設

博物館、美術館又は図書館

【協力依頼の内容】
・５時から20時までの営業時間短縮
・酒類の提供は11時から19時まで
・業種別ガイドライン等に基づく感染防止
策の徹底


